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記 

 

１．通知等資料 (1)建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて 

（平成３１年４月１日付 国土動第１号） 

(2)「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて」 

（平成３１年３月２９日３０農振第４００２号）（別紙１） 

(3)「農地転用許可を伴う建築条件付売買予定地等に係る転用事実の証明

の取扱いについて」（平成３１年３月２９日３０農振第４００３号） 

(4)建築条件付土地売買の農地転用許可制度等の取扱いに係る 

フローチャート（参考） 

 

２．送 付 資 料 １の(1)の通知文と(4) 

※全住協ＨＰに全資料を掲載 

 

３．参 考 Ｈ Ｐ 農地転用許可制度について（農林水産省） 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html 

 

４．問 合 せ 先 (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 
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国土勤第�  1 号

平成�  31年� 4 月� 1 日

一般吐団法人全国住宅産業協会会長 殿

瓢疇髄合l
国土交通省土地・建設産業局不動産業課虞門恥龍賃産� 

建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて

平成� 31年� 3月� 29日に、農林水産省農村振興局長から各地方農政局長及び各都遺府

県知事等宛てに、別紙 1のとおり建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱い

について通知されたところである（平成� 31年� 3月� 29日30農振第 4002号）。また、

同日、農林水産省農林振興局農村政策部農村計画課長から各地方農政局農村振興部長

及び各都道府県農地担当部長等宛てに、別紙 2のとおり農地転用許可を伴う建築条件

付売買予定地等に係る転用事実の証明の取扱いについて通知されたところである（平

成� 31年� 3月� 29日30農振第 4003号）。

これにより、従来、宅地を造成し、住宅を建築した上で、士地及び建物を一体的に

売却（いわゆる建売）する場合に限り農地転用が認められていたものが、販売残余区

画において自ら建売住宅を建設するなど一定要件を満たす場合には、建築条件付きで

土地を売買するケースであっても転用が認められることとなった。

ついては、貴団体におかれても、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知及

び指導を行われたい。

・別紙� 1: 「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて」 （平成� 

31年� 3月� 29日30農振第 4002号）

・別紙 2 : 「農地転用許可を伴う建築条件付売買予定地等に係る転用事実の証明の取

扱いについて」 （平成� 31年� 3月� 29日30農振第� 4003号）

11塁言喜



30農振第4002号

平成31年３月29日

各地方農政局長

各都道府県知事
殿

内閣府沖縄総合事務局長

一般社団法人全国農業会議所会長

（農林水産省）農村振興局長

建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて

農地転用許可制度においては、住宅の用に供される土地の造成（その処分を含む ）の。

みを目的とする農地転用については、当該土地を最終的に住宅の用に供することが確実と

認められないことから、農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第47条第５号及び第

57条第５号において、原則として、これを認めないこととされているところである。

しかしながら、近年、住宅について、そのデザイン、家族構成を踏まえた間取り等のニ

、 （ 、ーズが多様化し 建築条件付売買 自己の所有する宅地造成後の土地を売買するに当たり

土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業者（建設業法（昭和24年法律

第100号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者をいう ）との間に当該土地に建設。

する住宅について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件に当該土地を売買する

ことをいう ）が増加しているところである。。

このような状況を踏まえ、今般、別紙のとおり建築条件付売買予定地に係る農地転用許

、 、 、 、可関係事務取扱要領を定めたので 今後は 次の各通知によるほか 同要領に御留意の上

農地転用許可制度の適正な運用をお願いする。

なお、貴管内の市町村長に対しては、貴職から通知いただくようお願いする。

また、本取扱いについては、国土交通省及び法務省と協議済みであるとともに、関係団

体に周知することを申し添える。

おって、別途、農地転用許可を伴う建築条件付売買予定地等に係る転用事実の証明の取

扱いについては、担当課長から周知する。

○ 農地法関係事務に係る処理基準について（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号農

林水産事務次官依命通知）

○ 「農地法の運用について」の制定について（平成21年12月11日付け21経営第4530号・

21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）

○ 農地法関係事務処理要領の制定について（平成21年12月11日付け21経営第4608号・21

農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）

別紙１

fukada-h2bs
四角形



別紙

建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領

１ 趣旨

この要領は、建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務に関し 「農地法の運、

用について」の制定について（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農

林水産省経営局長・農村振興局長通知）第２の１の（２）のアの（ク）の特例を定めるも

のとする。

２ 定義

、 （ 。 「 」 。）この要領において使用する用語は 農地法 昭和27年法律第229号 以下 法 という

において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

建築条件付売買予定地 自己の所有する宅地造成後の土地を売買するに当たり、土地

購入者との間において自己又は自己の指定する建設業者との

間に当該土地に建設する住宅について一定期間内に建築請負

契約が成立することを条件として売買が予定される土地

特定建築条件付売買予 建築条件付売買予定地であって、３の（１）から（３）まで

定地 の要件を全て満たすことが確実と認めて許可されたもの

建築業者 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可を受

けて建設業を営む者

土地購入者 農地転用事業者から建築条件付売買により土地を購入し、住

宅を建設する者

農地転用許可権者 都道府県知事又は指定市町村の長

建築確認 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定に

よる確認

３ 建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱い

建築条件付売買予定地とするため農地転用許可を受けようとする場合であって、次の

要件を全て満たすことが確実と認められるときには、当該土地は、宅地造成のみを目的

とするものに該当しないものとして取り扱うものとする。

（１）当該土地について、農地転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結し、当該農地

転用事業者又は当該農地転用事業者が指定する建設業者（建設業者が複数の場合を含

む （２）において同じ ）と土地購入者とが当該土地に建設する住宅について一定期。 。

間内（おおむね３月以内）に建築請負契約を締結することを約すること。

（ ）（ ） 、２ １ の農地転用事業者又は農地転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが

（１）の一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合には、当該土地を対象とし

た売買契約が解除されることが当事者間の契約書において規定されていること。

（３）農地転用事業者は、農地転用許可に係る当該土地の全てを販売することができない

と判断したときは、販売することができなかった残余の土地に自ら住宅を建設するこ

と。



４ 農地転用許可申請

特定建築条件付売買予定地とするための農地転用許可申請に当たっては、次に留意す

るものとする。

（１）当該許可申請書中の「その他参考となるべき事項」欄等に、３の（１）から（３）

までの事項を記載するものとする。

（２）当該許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

ア 農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号。以下「則」という ）第30条第３号。

又は第４号の書類として、当該許可申請に係る土地の全てに関する標準的な建物の

面積、位置等を表示する図面、当該事業の全てを実施するために必要な資力及び信

用があることを証する書面等（３の（３）の状況となった場合において必要となる

ものを含む ）。

イ 則第30条第７号又は第57条の２第２項第５号に規定する「その他参考となるべき

書類」として、農地転用事業者と土地購入者との間における売買契約の一般的な契

約書案

５ 農地転用許可の判断等

（１）農地転用許可権者は、特定建築条件付売買予定地に供するための農地転用許可申請

があった場合には、農地転用許可をし得るものとする。ただし、農地転用事業者につ

いて、これまでに、次に掲げる事実があることその他の事情がある場合であって、こ

れらを総合的に勘案した上で、当該土地を申請に係る用途に供することが確実と認め

られないと判断されるときは、３を適用しないこととすることができるものとする。

ア 農地転用許可に付した条件を履行しなかったこと。

イ 住宅等の建設を行うために農地転用許可を受けたにもかかわらず、住宅等の建設

を行わず造成した土地を放置し、又は必要な許可を得ずに転売したこと。

ウ 関係法令を遵守しなかったこと。

（２）農地転用許可権者が発行する許可指令書については、転用事由が特定建築条件付土

地とするための農地転用であることを明記すること。

６ 農地転用許可に付ける条件

特定建築条件付土地に係る農地転用許可について、法第４条第７項又は法第５条第３

項において準用する法第３条第５項の規定に基づき付ける条件は、農地法関係事務に係

る処理基準について（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号［農林水産］事務次官通

知 ）及び農地法関係事務処理要領の制定について（平成21年12月11日付け21経営第460。

8号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）の定めによるほか、次

のとおりとする。

（１）許可に係る工事（住宅の建設工事を含む ）が完了するまでの間、当該許可の日か。

ら３月後及び１年ごとに当該工事の進捗状況を報告するとともに、当該工事が完了し

たときは、遅滞なくその旨を報告すること。

（２）農地転用事業者から土地購入者への土地の引渡しについては、当該土地に住宅が建

設されたことを確認した後又は当該土地の宅地造成後に建築確認が行われた後に行う

こと。



７ 農地転用許可後の措置

特定建築条件付土地に係る転用事業について、農地転用許可権者は、住宅が建設され

るまでの間、農地転用許可に付けた条件の履行状況を確認する必要がある。

このため、６の（１）の報告の際に、①売買契約締結の状況、②建築請負契約締結の

状況、③建築確認の状況、④土地の引渡しの状況、⑤農地転用事業者自らが住宅を建設

することとなった状況等についても併せて確認すること。



30農振第4003号

平成31年３月29日

各地方農政局農村振興部長

各都道府県農地担当部長
殿

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長

一般社団法人全国農業会議所会長

（農林水産省）農村振興局農村政策部農村計画課長

農地転用許可を伴う建築条件付売買予定地等に係る転用事実の証明の取扱いに

ついて

農地転用許可を伴う地目変更登記の取扱いについては、従来、下記のとおり通知されて

おり、建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領（平成31年３月29日付

け30農振第4002号農林水産省農村振興局長通知）に規定する建築条件付売買予定地の場合

も含め、農地転用許可を伴う地目変更登記の取扱いについては、これらの通知に基づき運

用されているところである。

このため、地目変更登記のために転用事実の証明に係る申請があった場合には、農業委

員会は、転用の状況を現地調査等により確認した上で、建築基準法（昭和25年法律第201

号）第６条第１項の規定による確認などの状況が、これらの通知に示された状況に適合す

るのであれば、転用事業が完了する前でも転用事実の証明を行っても差し支えない。

なお、貴管内の市町村に対しては、貴職から通知いただくようお願いする。

おって、本取扱いについては、法務省及び国土交通省と協議済みであるとともに、関係

団体に周知することを申し添える。

記

〇 登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請

があった場合の取扱いについて（昭和56年８月28日付け法務省民三5402号法務省民事局

長通知）

〇 登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請

があった場合の取扱いについて（昭和56年８月28日付け法務省民三5403号法務省民事局

第三課長通知）

別紙２

fukada-h2bs
四角形
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制定：昭和56年８月28日法務省民三第5402号

法務省民事局長通知

登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の

登記申請があった場合の取扱いについて

最近一部の地域において、農地について、農地法上必要な許可を得ないで造成工事等を

行った上、標記の登記申請をする事例が多く生じているが、中には、その処理をめぐり、

地目の変更及びその日付に関する登記官の認定が厳正を欠いているとの批判や、登記官が

農地法の潜脱に加担したものであるかのような誤解を招くに至った事例もみられる。

このような事態にかんがみ、今後標記の登記申請があった場合には、特に左記の点に留

意の上、農地行政の運営との調和に配慮しつつ、地目の変更及びその日付の認定を厳正に

行うことにより、いやしくも右のような批判や誤解を招くことがないように処理するよう

貴管下登記官に周知方取り計らわれたい。

なお、標記の登記申請に当たり、申請人、申請代理人等が登記官に対し、不当な圧力を

かけてその申請の早期受理を強く迫る場合も見られるので、このような場合には、その対

応について臨機に適切な措置を講ずるよう配意されたい。

おって、左記一の１から３までについては、農林水産省と協議済みであり、この点に関

して同省構造改善局長から各都道府県知事あてに別紙のとおり通達されたので、念のため

申し添える。

記

一 標記の登記申請に係る事件の処理は、次の手続に従って行うものとする。

１ 登記官は、申請書に次の各号に掲げる書面のいずれかが添付されている場合を除き、

関係農業委員会に対し、標記の登記申請に係る土地（以下「対象土地」という。）に

ついての農地法第４条若しくは第５条の許可（同法第４条又は第５条の届出を含む。）

又は第73条の許可（転用を目的とする権利の設定又は移転に係るものに限る。）（以

下「転用許可」という。）の有無、対象土地の現況その他の農地の転用に関する事実

について照会するものとする。

(1) 農地に該当しない旨の都道府県知事又は農業委員会の証明書

(2) 転用許可があったことを証する書面

２ 登記官は、１の照会をしたときは、農業委員会の回答（農業委員会事務局長の報告

を含む。以下同じ。）を受けるまでの間、標記の登記申請に係る事件の処理を留保す

るものとする。ただし、１の照会後二週間を経過したときは、この限りでない。

３ 対象土地について農地法第83条の２の規定により対象土地を農地の状態に回復させ

るべき旨の命令（以下、「原状回復命令」という。）が発せられる見込みである旨の

農業委員会の回答があった場合には、農業委員会又は同会事務局長から原状回復命令

が発せられた旨又は原状回復命令が発せられる見込みがなくなった旨の通知がされる

までの間、標記の登記申請に係る事件の処理を更に留保するものとする。ただし、農

業委員会の右回答後二週間を経過したときは、この限りでない。
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４ 対象土地の現況が農地である旨の農業委員会の回答があった場合において、対象土

地の地目の認定に疑義を生じたときは、登記官は、法務局又は地方法務局の長に内議

するものとする。

二 登記官が対象土地について地目の変更の認定をするときは、次の基準によるものとす

る。

１ 対象土地を宅地に造成するための工事が既に完了している場合であっても、対象土

地が現に建物の敷地（その維持若しくは効用を果たすために必要な土地を含む。）に

供されているとき、又は近い将来それに供されることが確実に見込まれるときでなけ

れば、宅地への地目の変更があったものとは認定しない。

２ 対象土地が埋立て、盛土、削土等により現状のままでは耕作の目的に供するのに適

しない状況になっている場合であっても、対象土地が現に特定の利用目的に供されて

いるとき、又は近い将来特定の利用目的に供されることが確実に見込まれるときでな

ければ、雑種地への地目の変更があったものとは認定しない。ただし、対象土地を将

来再び耕作の目的に供することがほとんど不可能であると認められるときは、この限

りでない。

３ 対象土地の形質が変更され、その現状が農地以外の状態にあると認められる場合で

あっても、現状回復命令が発せられているときは、いまだ地目の変更があったものと

は認定しない。

三 申請人、申請代理人等の供述以外に確実な資料がないのに、地目の変更の日付を安易

に申請どおりに認定する取扱いはしないものとする。
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制定：昭和56年８月28日法務省民三第5403号

法務省民事局第三課長通知

登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の

登記申請があった場合の取扱いについて

標記については、本日付け法務省民三第5402号をもって民事局長から通達（以下「通達」

という。）されたところですが、この運用に当たっては、左記の点に留意するよう貴管下

登記官に周知方しかるべく取り計らわれたく通知します。

一 通達が発せされた背景

登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記がさ

れると、農地法上必要な転用許可がない場合であっても、その登記前と比べて数倍ない

し十数倍の価格でこれを売却することができるという実態があること等から、最近一部

の地域において、農地について、転用許可を得ないで簡易な造成工事を施すなどした上

で、農地以外の地目への地目の変更の登記を申請する事例が多くなっている。

また、都市計画法上、市街化調整区域においては、原則として都道府県知事の許可を

受けなければ建築物の新築等をしてはならないこととされている（同法第43条第１項）

が、市街化調整区域に関する都市計画の決定又は変更（いわゆる線引き）の際既に宅地

であった土地（いわゆる既存宅地）については、その旨の都道府県知事の確認を受けれ

ば建築物の新築等が許されることとなっている（同項第六号ロ）ところ、いわゆる既存

宅地である旨の確認に当たっては、地目の変更の登記の原因日付の記載がその有力な資

料として用いられているという実情にあるため、市街化調整区域の土地（農地に限らな

い。）について、地目の変更の日付がいわゆる線引きの日より前の日（通常十数年前の

日）であると主張して宅地への地目の変更の登記を申請する事例も少なくない。

標記の登記申請に係る事件の処理に当たっては、地目の変更又はその日付の認定を厳

正に行うべきことはいうまでもないが、同時にできるかぎり農地行政や都市計画行政の

運営との調和にも配慮することが望ましいと考えられるところから、今般農林水産省と

も協議の上、標記の取扱いについて通達が発せられることとなったものである。

二 登記申請処理上の留意点

１ 標記の登記申請があったときは、登記官は、原則として関係農業委員会に対し農地

の転用に関する事実の有無について照会すべきこととされた（通達一の１）が、この

照会は、農業委員会又は都道府県知事においてこれを端緒として農地の違反転用の防

止又は是正の措置を講ずることができるようにするとともに、登記官において農業委

員会から地目の変更の有無の認定に必要な資料を得るために行うものである。

２ 通達一の１による照会は、別紙様式又はこれに準ずる様式によってするものとする。

３ 登記官から照会を受けた農業委員会は、照会を受けた日から二週間以内に登記官に

回答をするものとされているが、農業委員会の総会又は農地部会がおおむね月一回程

度しか開催されないため、所定の期間内に回答をすることができないこととなるとき
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は、登記官に対して農業委員会事務局長から調査結果の報告がされるので、この報告

があったときは、農業委員会の回答があった場合と同様に取り扱うものとする。

４ 農業委員会に照会をしたときは、原則としてその回答があるまで事件の処理を留保

すべきであるが、照会後二週間以内に農業委員会の回答がないときは、登記官は、実

地調査を実施した上で、対象土地の現在の客観的状況に応じて、申請を受理し、又は

却下して差し支えない（通達一の２）。

５ 原状回復命令が発せられる見込みである旨の農業委員会の回答があったときは、原

則として農業委員会又は同会事務局長から原状回復命令が現実に発せられた旨又は発

せられる見込みがなくなった旨の通知があるまで事件の処理を更に留保すべきである

が、原状回復命令が発せられる見込みである旨の農業委員会の回答後二週間以内に原

状回復命令が発せられたかどうかについての通知がないときは、登記官は、実地調査

を実施した上、対象土地の現在の客観的状況に応じて、申請を受理し、又は却下して

差し支えない（通達一の３）。

６ 対象土地が農地である旨の農業委員会の回答があった場合において、対象土地の地

目の認定に疑義を生じたときは、登記官は法務局又は地方法務局の長に内議するもの

とされた（通達一の４）が、これは、農地行政の運営との調和を図りつつ、管内の登

記行政の統一的運営を確保するためにするものである。

７ 対象土地を宅地に造成するための工事が既に完了している場合であっても、対象土

地が現に建物の敷地若しくはその維持・効用を果たすために必要な土地（以下「建物

の敷地等」という。）に供されているとき、又は近い将来建物の敷地等に供されるこ

とが確実に見込まれるときでなければ、宅地への地目の変更があったものと認定すべ

きではない（通達二の１）が、対象土地を宅地に造成するための工事が完了している

場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、対象土地が近い将来建物の敷

地等に供されることが確実に見込まれるものと認定して差し支えない。

(1) 建物の基礎工事が完了しているとき。

(2) 対象土地を建物の敷地等とする建物の建築について建築基準法第６条第１項の規

定による確認がされているとき。

(3) 対象土地を建物の敷地等とするための開発行為に関する都市計画法第29条の規定

による都道府県知事の許可がされているとき。

(4) 対象土地を建物の敷地等とする建物の建築について都市計画法第43条第１項の規

定による都道府県知事の許可がされているとき。

８ 対象土地が形質の変更により現状のままでは耕作の目的に供するのに適しない状況

になっており、かつ、対象土地が不動産登記事務取扱手続準則第117条イからネまで

のいずれの土地にも該当しないと認められる場合であっても、対象土地が現に特定の

利用目的に供されているとき、又は近い将来特定の利用目的に供されることが確実に

見込まれるときでなければ、原則として雑種地への地目の変更があったものと認定す

べきでない（通達二の２本文）が、対象土地が現に特定の利用目的に供されておらず、

また、その将来の利用目的を確実に認定することもできないときであっても、諸般の

事情から対象土地が将来再び耕作の目的に供することがほとんど不可能であると認め

られるときは、雑種地への地目の変更があったものと認定して差し支えない（通達二
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の２ただし書き）。

９ 対象土地の形質が変更され、その現状が農地以外の状態にあると認められる場合で

あっても、原状回復命令が発せられているときは、いまだ地目の変更があったものと

は認定しないものとされた（通達二の３）が、これは、原状回復命令が発せられてい

る以上、その命令を受けた者は自ら対象土地を農地の状態に回復する義務があり（農

地法第93条第３号参照）、また、その命令を発した行政庁が行政代執行により対象土

地を農地の状態に回復させることもできる（行政代執行法参照）ことにかんがみ、対

象土地の現在の客観的状況がそのまま将来にわたって固定的安定的に継続するとはい

い難いので、対象土地の地目の変更があったものとは認定すべきでないからである。

通達二の３はこのような趣旨であるから、原状回復命令が発せられている場合であ

っても、原状回復がなされないまま長期間が経過し、その命令を受けた者がこれに従

う見込みがなく、また、行政庁が行政代執行をする見込みもないと認められるときは、

登記官は、実地調査を実施した上で、その当時における対象土地の客観的状況に応じ、

地目を認定して差し支えない。

10 地目の変更の日付は、確実な資料に基づいて認定するものとし、安易に申請どおり

に認定すべきでない（通達三）が、確実な認定資料が得られないときは、「年月日不

詳」、「昭和何年月日不詳」等として差し支えない。なお、登記簿上の地目が農地以

外の土地についてする地目の変更の日付の認定も、これと同様に処理するものとする。
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